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８  会議の概要  

委員長    ただいまより自転車安全利用促進特別委員会

を開会いたします。 

橋本委員から都合により欠席するとの連絡が

ありましたので、御報告いたします。  

まず、委員会記録の署名委員に、高田  重信

委員、村上委員を指名いたします。 

本日の協議事項は、自転車販売時の安全利用

に関する取組等について、自転車に対する安

全指導等について、次期自転車利用環境整備

計画策定に係る自転車利用実態調査の結果等

についての３点であります。 

まず、協議事項の１番目、自転車販売時の安

全利用に関する取組等についてであります。

このことについては、前回の委員会において

富山県自転車軽自動車商業協同組合より参考

人の出席を求めることを決定したところであ

ります。 

それでは、ここで、参考人として、富山県自

転車軽自動車商業協同組合中央支部長の山崎 

登様をお呼びしておりますので、しばらくお

待ちください。  

〔参考人入室〕  
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委員長    本日は御多忙のところ、当委員会の求めに応

じ御出席いただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 

この後、自転車販売時の安全利用に関する取

組等について委員から参考人に質問し、それ

に答えていただくという形で意見聴取を行い

ますので、よろしくお願いいたします。 

なお、参考人に申し上げますが、発言につい

ては、委員長の許可を得た後に、簡潔・明瞭

にお願いいたします。 

また、参考人から委員に対して質問すること

はできませんので、御了承願います。  

なお、委員各位に申し上げますが、詰問的な

内容や追及的な口調での質問はされないよう

にお願いいたします。 

質問に入ります前に、前回の本委員会終了後

に委員の皆様から事前に質問を頂いており、

その内容についてはお手元に配付のとおりで

あります。 

この質問事項については事前に山崎様にもお

渡ししてありますので、まずはこの質問事項

に対する山崎様の見解をお話しいただければ

と思います。 

それでは、私のほうから順次お尋ねしてまい

ります。 

それではまず、ヘルメットなどの安全に資す
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る器具の着用あっせんについてはどのように

行っておられますでしょうか。  

山崎参考人  ヘルメット等の安全に資する器具のあっせん

ということですが、国内メーカーの場合は、

ヘルメットや同乗器などのパンフレットが同

封されております。我々小売業者は交通安全

協会並びに警察のほうから、安全器具の着用

を推奨するポスターなどを頂いておりまして、

店舗に掲示しております。お客様にそれを見

ていただいたり、販売時にリーフレットなど

を用いてお話をすることが主だと思います。  

委員長    ありがとうございました。 

次に、賠償保険への加入の紹介、勧めはどの

ように行っておられますでしょうか。  

山崎参考人  まず一番大きいのは、後の質問にもあります

が、通学車両を購入するお客様に対して保険

の加入の有無等のお話はしております。保険

をどこかで掛けておられるのかというような

質問をします。  

あと、お客様から御質問があった場合には、

例えば自転車業界で扱っておりますＴＳマー

ク保険ですとか、民間の保険会社、損害保険

会社が扱っている自転車保険等々の一通りの
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御説明はしております。 

質問から外れるかもしれませんが、自転車の

販売と併せて春先に通学車両の点検などもし

ております。拝見しておりますと、中学校で

はちょっと見当たりませんが、高校あたりは

自転車保険の加入有無を通学許可証に記入す

るようになっておりまして、どのような自転

車保険に入っているのかというようなことが、

通学許可を出す際に必須となっているという

ふうに見ております。 

委員長    ありがとうございます。 

次に、自転車の違反的な改造に対して指摘は

行っておられますでしょうか。  

山崎参考人  まず、自転車屋といいますか小売業者は、自

転車の安全運行に関わることについては熟知

しているつもりでございます。  

この質問内容の「違反的な改造」はどういう

ことを言われるのか、ちょっと想像ができな

いのですけれども、ここ近年で言いますと、

道路運送車両法なり道路交通法で使ってはい

けないとなっているような自転車を販売して、

それを使用しておられる方がおられると。特

に言われるのは、ピストバイクといってブレ

ーキのない自転車ですね。こういうものを販
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売していたところがあります。これは自転車

業界ではなくて、輸入雑貨を扱うようなとこ

ろで販売しておられたものですけれども、例

えば小売業者にこれを持ち込まれますと、も

ちろんブレーキをつけることをお願いします。

それをつけないで出庫させるということはま

ずないと思います。 

逆に、例えばブレーキをつけないけれども直

してくれと、パンクを修理してくれと言われ

ても、私たちの業界ではそれはお断りします。

ブレーキをつけないようであればうちでは修

理しませんと、恐らく全ての小売業者さんは

このように対応しておられると思います。 

委員長    ありがとうございました。 

次に、自転車の安全利用について、質問、提

案など、現況についてお客様から語られるこ

とは何かございますか。 

山崎参考人  まず、利用について聞かれるお客様は御年配

の方が多いと思います。特に多いのは、御年

配の方の運転する自転車の歩道走行に当たっ

ての御質問が多いかと思います。歩道はどち

ら側を通れるのかとか、歩道の通行方法など

です。いろいろなことを御質問されますが、

それがやっぱり多いかと思います。若いお客
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様からの安全走行に関する質問というのは、

私の記憶ではちょっとないです。  

委員長    ありがとうございます。 

次に、自転車の利用拡大について必要と思わ

れることは何か。例えば通行空間、駐輪場の

整備ですとか法令の整備、法令の遵守、マナ

ーアップの啓発などが考えられますが、必要

と思われることは何か、参考人のほうでお答

えください。 

山崎参考人  自転車の利用ということであれば、例えば通

勤・通学、お買物、レジャー、お仕事という

ような状況になってくるかと思います。 

利用拡大をどういうふうに考えるのかという

ことだと思うのですけれども、私が考えるに、

自転車を使うときは安全にお使いいただきた

いということが一番です。  

残念ながら北陸は天候も悪いので、大体３月

から１２月初旬ぐらいまでしか自転車の利用

はできないと思うのですけれども、季節柄、

特に気になるのはやっぱり雪です。僕らも車

を運転しますけれども、雪が降っているとき

とか積雪があるときに自転車を利用されるお

客さんがおられます。利用者に対するマナー

の向上をもっと推進すれば利用拡大に、つま
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り使う側だけでなくて、車の運転手からも、

歩行者のほうから見ても、安心して  安心し

てという言い方はおかしいかもしれませんけ

れども、安全に道路を利用できる状況をマナ

ーアップしたほうが利用拡大につながるので

はないかと。周りからの理解も得られると考

えます。 

委員長    ありがとうございます。 

次に、小売業者として、自転車購入者に対し、

自転車の安全な利用方法を啓発することは可

能でしょうか。可能でない場合や課題がある

場合は、これらを解消するためにはどのよう

にすればよいか、お聞かせください。  

山崎参考人  小売業者がお客様に対して自転車の安全利用

のアドバイスをするといいますか、お話しす

ることはもちろん可能ですし、これからもし

ていかなければいけないと思っております。  

ただ、このような言い方は大変恐縮なのです

けれども、私の店は自転車だけではなくオー

トバイも扱っていまして、販売もしておりま

す。オートバイ業界では、昭和四十五、六年

からまずヘルメット着用の推奨、その二、三

年後からヘルメット着用の強制化となりまし

た。  
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その時点で、オートバイをお使いになられる

ユーザーが減るのではないかという心配をし

ましたが、近年は逆に、ヘルメットをかぶら

ないと怖くてオートバイに乗れないというお

客さんのほうが大半だと思います。 

自転車に関しても、例えば私たちは、先ほど

お話ししたように、未就学のお子様には必ず

ヘルメットをかぶせましょうなどという啓発

ポスターも店頭に貼っております。小学校な

どの教育機関のほうでは、お子様や保護者の

方にしっかり啓発活動をしていただいている

のだと思いますけれども、そういったお子さ

んたちは何も言わなくてもヘルメットを買い

求められますし、お子さんたちは自転車に乗

るときはほぼ１００％ヘルメットをかぶって

いると思います。  

ただ、私が一番懸念するのは  特に中学生以

下の子どもにヘルメットをかぶせましょうと

いう運動をしていますし、中学校でも通学時

にはヘルメットを必ずかぶらなければならな

いというふうになっていると思います。 

朝の通学時間帯はほぼ皆さんヘルメットをか

ぶって、左側通行で１列で通学しておられま

すが、午後、帰宅されるときは、もう右も左

もないし、二重走行はするし、ヘルメットを

かぶっているお子さんはほぼ１年生だけで、
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２年生、３年生のお子さんではかぶっておら

れる方が少ない状況です。  

自分の話ですが、私が中学生の頃はもちろん

自転車通学をしていて、その頃はヘルメット

はかぶらなくてもよかったのですけれども、

学校の先生方が時々午後の帰宅時に街頭指導

をしておられまして、先生に見られているの

ではないかという意識で交通ルールを非常に

守っていたと思うのですが、今の中学生には

そういう考え方が不足しているのではないか

ということを特に感じます。ちょっと余談に

なるかもしれませんが、以上、私の意見です。  

委員長    ありがとうございます。 

続きまして、先ほどもちょっと触れていただ

きましたが、小売業者として、自転車購入者

に対し、保険の加入の有無について確認する

ことはまず可能かどうか。可能でない場合や

課題がある場合は、解消するためにはどのよ

うにすればよいか、お答えいただけますでし

ょうか。 

山崎参考人  先ほどもちょっとお話ししましたが、今現在

小売業者では、通学車両と思われる自転車を

購入される場合には保険のお話はほぼしてい

ると思うのです。ですから、お客様に保険の
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加入の有無を確認することは可能で、可能で

ないということはないと思います。現在はも

うしているということで御理解いただいてい

いと思います。  

委員長    ありがとうございました。 

確認の結果、未加入だった場合、小売業者さ

んが自転車購入者に対して、保険の加入に関

する情報提供を行うことは問題ないか  要は

保険の代理店の資格の関係もありますので。

もし問題があるとすれば、解消するためには

どうしたらよいかお聞かせいただければと思

います。 

山崎参考人  今、委員長のほうからもお話があったとおり、

保険を販売するに当たっては、保険業法があ

りまして、資格を持たないと保険は販売でき

ないのです。小売業界の中で保険資格をお持

ちのお店は  自動二輪車などを一緒に併売し

ておられるお店はその資格をお持ちでしょう

が、一般の自転車屋さんでは、まず保険を販

売することはできません。  

この業界では基本的にＴＳマーク保険という

ものを販売しておりますが、こちらは保険の

販売ではなくて、自転車の安全点検をした上

で保険を附帯するということになっておりま
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す。  

ただ残念ながら、こちらの保険を取り扱う場

合も、業界では２つの資格がございます。自

転車安全整備士と自転車組立整備士といいま

して、ＴＳマーク保険を扱えるのはそのうち

の１つ、安全整備士の資格をお持ちの店だけ

になります。恐らく３分の２ほどのお店はお

持ちですが、残念ながら残りの３分の１ほど

のお店は安全整備士の資格をお持ちでないと

思いますので、全小売店がＴＳマーク保険を

取り扱えるのかといったら、そういうわけに

はいかないということです。 

今日お集まりの方々は御存じかとは思います

が、ＴＳマーク保険は、賠償責任保険といい

ましても、自賠責法に当たる１級から７級ま

での後遺障害に対しての補償になります。一

般に、例えばけがをさせて賠償責任を負った

場合には、治療費、つまり入院費だとか休業

補償、慰謝料というものが出てきますが、こ

れらは全く補償できません。後遺障害を受け

た場合だけになります。 

小売業界でも皆さんよく理解しておられるも

ので、このＴＳマーク保険は、小売業界では、

お客様からの依頼で貼るというよりも、通学

車両の新車販売時にサービスとしてつけると

いうことが多いと思います。これは１年しか
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有効期間がないので、２年目は継続で掛ける

ものになるのですけれども、ＴＳマーク保険

を継続してお掛けいただくお客様は、恐らく

１割以下かと思います。次の年にこの保険を

また掛けるというお客さんは、ほぼいらっし

ゃらないのではないかと思います。 

先ほどもちょっとお話ししましたけれども、

私はオートバイも扱っておりますので、今現

在、通学車両で自転車をお使いのお客様には、

損害保険会社が扱っている損害保険に  会社

によっては名称は違いますけれども  日常生

活特約というような保険がございますので、

このお話をいたします。 

それともう１つは、セブン－イレブンなどの

コンビニとか、ネット上で掛ける自転車保険

もございますので、こちらのお話もいたしま

す。  

大体の答えになっているかとは思いますが、

ちょっとここで皆様にお話ししておかないと

いけないことがあります。  

先ほども言いましたけれども、ＴＳマーク保

険は重度後遺障害、つまり障害が残らないと

補償されません。ただ、１５日以上の入院に

関してお見舞金という形で１５万円とか、自

分のけがに対して１級から４級であれば見舞

金という形で１５万円、相手に対しての賠償
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最高額が１００万円という金額になるので、

一般的に考えられている賠償責任保険ではな

いと。ごく重大な事故しか補償できないとい

うことになります。 

それと、損害保険会社さんが扱っている附帯

保険、特約と言われるものですけれども、日

常生活特約は、その原契約、例えば対人、対

物に対して無制限に入っていれば、免責なし

で同じ補償ができます。この保険料が１，４

００円などです。火災保険、自動車保険に附

帯できるので、多少そういう勉強をしている

人は、恐らくそちらを勧めていると思います。  

それともう１つ、最後になりますけれども、

セブン－イレブンとかネットで販売されてい

るものは、個人保険は三井住友海上だけかと

思うのですけれども、個人型、それから御夫

婦型、家族型というふうに分かれているとい

うふうに聞いております。大体年間４，００

０円から７，０００円ほどの金額で掛けられ

ます。ただ、これは７０歳以下の方でないと

駄目なので、７０歳を超えた高齢者は、この

保険は掛けられないということになります。  

委員長    ありがとうございます。 

ただいま山崎参考人からいただいたお話を踏

まえて、委員の皆様からも質問がございまし
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たら、挙手の上で発言をお願いしたいと思い

す。  

どなたからでもどうぞ。 

小西委員   ７０歳以下でないと駄目だということを最後

に言われたのですけれども、７０歳以上で入

れる保険はあるのですか。  

山崎参考人  はい。現在、７０歳以上で入れる保険は、先

ほど御説明しましたＴＳマーク保険と、損害

賠償保険に附帯する特約になります。  

村上委員   本日はお忙しいところありがとうございます。 

まずヘルメットのことですけれども、スポー

ツバイクに乗るときは皆さんかぶっておられ

ますが、問題は、いわゆるママチャリだとか

実用車の場合でして、安全に乗りたいという

ことと、簡便に乗りたい、つまり煩わしくな

いということが大事だというふうに思ってい

ます。 

二輪を販売されているからよく御存じだと思

いますが、原付一種にヘルメットの義務が課

せられたときには、ほかの要素もありますが、

原付の利用者が一遍に減ったということがあ

ったというふうに思います。 

ヘルメットの着用を義務化した場合に、「そ
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れならば自転車には乗らない」ということに

なっては利用の拡大につながらないし、今自

転車に乗っている人が乗らなくなっても困る

というふうに思いまして、非常に微妙なとこ

ろだというふうに思っています。  

そういうときに、自転車屋さんとして、ママ

チャリの販売に際して、ヘルメットをかぶっ

てくださいと、しかも店にヘルメットを置い

て、買ってくださいということまで現実的に

言えるのかということについては、どのよう

に思われますか。  

山崎参考人  今の御質問の答えになるかどうか分からない

のですけれども、今現在、自転車用のヘルメ

ットを常時展示などしているお店は、恐らく

全体の１割か２割ほどしかないと思うのです。

現在、ヘルメットをお求めいただくユーザー

の購入場所は、ホームセンターやディスカウ

ントショップというところが主かと思います。  

自転車の小売業者が販売するヘルメットは、

ほぼスポーツサイクル用のヘルメットになり

ます。非常に高価で、高いものになれば３万

円とか  ほぼスポーツサイクル用です。 

委員の方々が思っておられるママチャリでお

使いいただくようなヘルメットは、ホームセ

ンター等で大体２，０００円前後で販売され
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ているヘルメットかと思います。  

先ほども言いましたけれども、小売業者とし

ては２，０００円、３，０００円の品物を  

大きさ、色、デザインがまちまちなもので、

御注文いただいて販売することは可能ですが、

展示までするときは、ある程度の数がさばけ

ないと在庫は持てないと思うのです。２，０

００円、３，０００円のものですから、１０

個持っても２万円、３万円かもしれませんが、

売れなかったらそれは在庫になります。やっ

ぱり売れ筋を置きたいということもあります

し、出ていかないものを置きたいとは思わな

いと思いますので、ちょっと難しいところは

あるかと思います。 

村上委員   そうだろうと私も思うのですよ。 

自転車の利用環境を眺めてみますと、御承知

のとおり、ロードバイクの方は大体ヘルメッ

トをかぶっておられて、特に大会になります

とかぶっておられます。ソロで走っている方

でたまにかぶっていない方も見受けないわけ

ではないです。もちろんスーツを着ている方

はヘルメットをかぶっていらっしゃいますけ

れども、そうではなくて  ドロップハンドル

でもかぶっていない方もいらっしゃるようで

ありますが  何度も申し上げますが、実用車、
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ママチャリの方々にほぼかぶっていただける

ような社会というのは可能なのか。 

実際にかぶらなくても、富山市内であれば歩

道通行は例外とはいえ認められているところ

がほとんどであります。ですから、歩道を走

っている限りにおいてはヘルメットをかぶる

まで必要ないのではないかなと  ユーザーと

して、あるいは自転車屋さんとして、ヘルメ

ットの必要性というのはどの程度お考えにな

っておられますか。 

山崎参考人  今の質問に対しての答えになるかどうかはち

ょっと微妙ですけれども、まず、自転車用の

ヘルメットを見られたことがあるかと思いま

すが、自転車の走行スピードというのは大体

時速１０キロメートルとか１５キロメートル

なので、単独事故、自分で転んだりしたとき

に必要なヘルメットの強度はそれで十分かと

は思います。 

私たちは商売をしておりまして、お客様の自

転車の修理内容を見ると、事故というのはほ

ぼ対車ということになると思います。相手は

車で時速２０キロメートル、自転車が時速１

５キロメートル、これで事故が起きると時速

３５キロメートル分の衝撃になります。言い

方は悪いですけれども、そのヘルメットで守



18

れるのかと言うと、そういう品物ではないと

いうことです。特にさっき言いました２，０

００円とか３，０００円ぐらいのヘルメット

は、そういうものではないと思います。 

私の店はバイクも扱っているのですけれども、

委員が言われたように、バイクのヘルメット

の場合も規格はいろいろありますが、結局、

ある程度のスピードに耐えるとなると重さも

出てきますし、値段もお高くなります。 

いわゆるママチャリに乗られるユーザーにか

ぶっていただくことを可能にするためには、

法的に規制するといいますか、ヘルメットを

かぶることを強制するようなことにならない

といけないですし、自転車のヘルメットはも

っと規格をしっかり  ＳＧマークだけでは駄

目だと思うのです。実際、恐らく一般の安い

ヘルメットというのはＳＧ規格で  おもちゃ

の規格です  これしかついていないと思いま

す。さっき言いましたように、高いもの、３

万円のものになると、その規格はぐんと上が

りますので、本当のヘルメットの用に達して

いるかと思います。 

高田 重信委員 ５番目に質問させていただいた自転車の利用

拡大のところで、マナーの向上というものが

大切というような発言をされたと思っていま



19

す。  

先ほどは、日頃見ていると、中学生は学校に

行くときはヘルメットをかぶるけれども、帰

るときはどうしても、ちょっとあやふやなマ

ナーになってしまうという話でした。やっぱ

りそういったところは教育だとかいろいろな

ことを行わなくてはいけないのですが、ふだ

んなかなか  先ほども言ったママチャリに乗

っている方とか、一般の人も多分そういうよ

うな感覚になっているのかなと思うのです。  

だからこそ、私たちの思いの１つとすれば、

施策として自転車利用者を増やしていこうと

する中で、やはり保険は全ての人に入ってい

ただきたいというのが正直なところなのです

が、保険に入るという観点についてはどのよ

うにお考えですか。 

山崎参考人  保険に入っていただきたいのは、僕ら業者で

もそれはもちろんのことです。ただ、私の店

はバイクも扱っているので、一般の自動車保

険等々も扱いますが、先ほど言いました民間

の保険会社さんは、自転車保険というのはほ

ぼ扱っておられないのです。団体契約、つま

り学校単位、会社単位という扱いだけなので

す。  

先ほど言いましたＴＳマーク保険も、セブン
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－イレブンで扱っている保険も、管理会社は

三井住友海上なのです。ここだけが個人を対

象とした保険を扱っていると思っていただい

ていいと思います。 

ですから、僕ら業者は、一般の民間保険会社

さんがもっと充実した自転車保険の販売とい

うことをお考えいただければ、契約されるユ

ーザーさんにとってもいいのではないかと思

います。 

先ほども言いましたけれども、保険の取扱い

というのは資格が要るものですから、恐らく

自転車屋さんが個々で扱えるというようなこ

とにはならないと思います。 

結局、資格試験を５年に１回受けていただい

て、毎年何回か研修を受けていただくと。コ

ンプライアンスだとか法令遵守ということが

非常にやかましく言われている業界ですので

……。 

残念ながら、私たちの業界は  今現在、中央

支部で２８軒の自転車屋がございます。平均

年齢はもう８０歳を超えているのではないか

と思います。意識を持って自転車利用拡大と

か、安全教育に御尽力、協力していただける

お店というのは、恐らく３分の１ぐらいでは

ないでしょうか。あとはもう、看板は上げて

いるけれどもお仕事はどうかというようなお
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店がほとんどで  ほとんどという言い方は失

礼ですけれども  少なくなっていると思いま

す。  

だから、いろいろな施策をこれからしていた

だいて、組合の有志の御協力はできると思う

のです。でも、各お店ができるかといったら、

それは無理だと思います。恐らく富山市内、

中央支部管轄でいうと、両手は埋まらないと

思います。小売業者さんはだんだん減ってい

く一方で、小売業界は跡継ぎがいないという

ことで衰退するばかりです。 

ちなみに、愚痴を言うわけではありませんが、

私が店に入って約４０年ですが、当初、富山

中央支部管轄は９６軒ほどのお店がありまし

た。今現在、２８軒です。恐らく１０年後に

はこの半分以下になるかと思います。  

ですから、協同組合でいろいろとお手伝いは

できても、中心的な存在で活動の御協力がで

きるかというと、非常に寂しい話ですが、大

変難しいのかなと思います。 

小西委員   直接は関係ないのですけれども、全国的なチ

ェーン店がありますよね。ああいうところは

入っていないのですか。 

山崎参考人  自転車専業店というか、富山県自転車軽自動
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車  軽自動車はもう要らなくなったのですけ

れども  自転車商業協同組合というものには、

全国展開のチェーン店の方は入っておられま

せん。 

ただ、先ほどお話ししたＴＳマーク保険をつ

けるのに当たって、サイクルベースあさひさ

んですとか、アピタさんといったところでも

貼れるようにはなっております。つまり、安

全整備士さんは配置しておられますが、組合

には入っておられないということですね。 

この組合と、自転車防犯協会という２つの団

体がありまして、防犯協会には大手の業者が

加盟しておられます。つまり防犯ステッカー

を貼って、ＴＳマークも貼るということをし

ておられます。  

松井 桂将委員 今日はコロナ禍の大変なときにお越しいただ

きましてありがとうございます。  

ちょっとずれているかもしれませんけれども、

最近電動アシスト自転車の普及率も上がって

きていると思うのです。これについても安全

性とスピード  先ほども言われました、要は

速度割増しではないですが、その観点から、

ヘルメットの強度の話などがありました。普

通の自転車と比較したときに、ヘルメットの

着用については何か意識して言っておられる
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ことはございますか。 

山崎参考人  御説明をすることはあると思います。 

電動アシスト自転車は、電気の力で踏む力の

補助はいたしますが、段階的にアシストが減

ります。どこのメーカーさんも、国内で認可

を受けているものは、時速１８キロメートル

以上ではアシストがゼロになります。それ以

上のスピードを出すときは個々の力になりま

す。  

ただ、残念なことに、電動アシスト自転車は

モーター電池がついておりますので、一般の

自転車よりも５キログラムから１０キログラ

ム重たくなっております。逆に言うと、スピ

ードは出ないです。 

質量が大きいですから、スピードは遅くても、

ぶつかったときは質量があります。しかし、

先ほど言ったとおり、ある程度のスピードを

出すときはそれなりの力が要ります。一般の

お客様が電動アシスト自転車に乗っていて、

時速２０キロメートル、２５キロメートルが

出せるのかと言ったら、それは無理かと思い

ます。 

だから、そこは同一規格のヘルメットで僕は

十分だと思います。 
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村上委員   つまらない質問なのですが、先ほどから私は、

いわゆるママチャリと言っておりますが、マ

マチャリのほかの言い方はないものですか。  

参考人    この業界ではママチャリと言っておりません

で、軽快車と言っております。以前は婦人車

というような言い方もしていましたけれども、

今は大体軽快車という言い方をしております。

軽快に乗る 軽快の字です。 

村上委員   もう１点、違法ではないのですが、ハンドル

幅が６０センチメートル以上のマウンテンバ

イク、あるいはマウンテンバイクルック車と

いうものもあろうかというふうに思うのです

が、それらは販売されているのですか。ある

いは、販売するときに、これは普通自転車で

はないので、自転車道、自転車通行可となっ

ている歩道でも走ってはいけないというとこ

ろまでの指導はされていますか。  

山崎参考人  まず、大変恐縮な言い方をいたしますが、自

転車業界ではその法令に関しての講習会とい

うものを年に１回ほど、任意で  御存じかど

うかは知りませんけれども、シマノによる技

術講習会があったり、スポーツサイクルの講

習会をやったりしており、意識のある自転車
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屋さんはそういうところへ参加されます。 

また、そういう自転車を扱うお店は個々で勉

強しておられるとは思いますが、先ほど言い

ましたいわゆる残りのお店は、全く無頓着だ

と思います。 

委員御心配の幅が６０センチメートル以上あ

る自転車の販売ということになりますが、私

の知り得る限り、そういう部品を取り付ける

ときは部品を仕入れて取り付けるわけで、私

たちが取引をしている業者でそういうハンド

ルを販売しているかといったら、販売してい

ないと思います。  

そういうものをつけられる方というのは、恐

らくインターネット等々で購入し、違法を了

解してつけておられるのではないかと。それ

を業者に委託されるのかということになるの

ですけれども、そこまでされる方は、恐らく

業者には持ち込まれないのではないかと  そ

んなに難しい交換ではないものですから。 

村上委員   エンドユーザーに渡るのは完成車で  自転車

屋さんでは当然組み立てられるわけですが、

既製品でも、６０センチメートルを超えたも

の、マウンテンバイクやマウンテンバイクル

ック車は結構ないですか。  
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山崎参考人  ないと思います。先ほど言いました国内メー

カー、例えば今現在はブリヂストンですとか

パナソニック、ミヤタ、丸石、もうほぼこれ

くらいになってしまいましたけれども、一般

的にまずないと思います。法に違反するよう

なものは絶対販売いたしません。  

村上委員   ごめんなさい、ちょっと認識が違うのだと思

います。６０センチメートル以上であっても

違法ではないです。ただ、私が言っているの

は、許可された自転車歩行者道……。  

（「一般道を走行できない自転車」と発言す

る者あり） 

村上委員   違います。６０センチメートル以上であって

も、当然車道は走れますよ。車道は走れます

が、私の言っているのは、許可された自転車

歩行者道、あるいは歩道を通ってもいいと言

われている児童、幼児、また７０歳以上の人

であっても、６０センチメートルを超える幅

のもの、要は普通自転車でないものは、走っ

てはいけないということを告知されているか

ということです。  

山崎参考人  大変申し訳ありませんけれども、まずそうい
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う自転車を販売した記憶がないです。そのよ

うな自転車をお使いの方というのは、こう言

ったら何ですけれども  自転車以外のものを

取り扱う場合もありますけれども、法的なこ

とを意識して言うのは業者の確認事項だと思

いますし、今現在、普通のルートで言えば、

恐らくそのただし書はしてあると思うのです。  

僕は自転車でそういったものはちょっと存じ

上げませんでしたが、オートバイなどで、マ

フラーですとか、今言われたハンドルの販売

ということに対しては、一般道の走行はでき

ませんとか、必ず告知してあるのです。 

私の考えですけれども、逆に言うと、一般道

を走れませんというようなものは自転車小売

業者は販売もしませんし、取付けはもちろん

いたしません。  

（「それはそうです」と発言する者あり） 

山崎参考人  ですから、委員の御質問に対しては、恐らく

お店で対応しておられる  そういうものを売

っておられるところは対応されると思います。  

そういう自転車を売るところは、さっき言っ

た大手といいますか、専門店さんとかスポー

ツサイクルに力を入れておられるお店だと思

うので、講習会にも頻繁に出られるし、そう
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いうことは意識して販売しておられると私は

信じています。  

委員長    ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    ほかにないようですので、以上で参考人に対

する意見聴取を終わります。 

山崎様には、本日は大変お忙しい中、当委員

会に御出席いただきまして本当にありがとう

ございました。  

それでは、参考人は御退席ください。  

〔参考人退室〕  

委員長    次に、協議事項の２番目、自転車に対する安

全指導等についてであります。  

このことにつきましても、前回の本委員会に

おいて、富山県警察本部より参考人の出席を

求めることを決定したところであります。 

それでは、ここで、参考人として、富山県警

察本部交通企画課調査官の横井  貴暢様をお

呼びしておりますので、しばらくお待ちくだ

さい。 
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〔参考人入室〕  

委員長    本日は御多忙のところ、当委員会の求めに応

じて御出席いただきまして誠にありがとうご

ざいます。 

この後、自転車に対する安全指導等について

委員から参考人に質問し、それに答えていた

だくという形で意見聴取を行いますので、よ

ろしくお願いいたします。  

なお、参考人に申し上げますが、発言につい

ては、委員長の許可を得た後に、簡潔・明瞭

にお願いいたします。 

また、参考人から委員に対して質問すること

はできませんので、御了承ください。  

なお、委員各位に申し上げますが、詰問的な

内容や追及的な口調での質問はされないよう

にお願いいたします。 

質問に入ります前に、前回の本委員会終了後

に委員の皆様から事前に質問を頂いており、

その内容についてはお手元に配付のとおりで

あります。 

この質問事項については事前に横井様にもお

渡ししてありますので、まずはこの質問事項

に対する横井様の見解をお話しいただければ

と思います。 

それではまず、自転車の違反的な改造の摘発
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は行っているのか、また罰則はあるのかにつ

いてお答えください。 

横井参考人  御質問にありましたいわゆる改造の自転車は、

ブレーキのない、恐らくいわゆるピスト自転

車と言われるようなものだと思います。全国

でも摘発を行っていますし、富山県でも平成

２４年９月に、実は富山市でこういった自転

車に乗っている者がいたということで検挙し

た事例があります。 

制動装置不良自転車の運転違反ということに

なるのですけれども、これは故意で自転車の

ブレーキを外している、悪質性も高いという

ことで、交通切符によって指導取締りを行っ

たということがございます。 

委員長    次に、自転車道、自転車専用通行帯、自転車

走行指導帯（車道混在自転車道）のそれぞれ

の市内総延長はどれぐらいになりますか。ま

た、これらを示す道路表示はどのようになっ

ているのか、青い矢羽根マークなどがありま

すが、お答えいただけますでしょうか。 

横井参考人  これは、警察のほうで把握しているのは、自

転車道については、今、県内にはないという

ふうに承知しています。自転車道は道路に柵
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などを作って、自動車が物理的に入れなくし

たような場所です。 

もう１つの自転車専用通行帯、これについて

は県内では１か所、富山市北新町から東田地

方の方向に向かって３６０メートル、両側に

自転車が専用で通行するという通行帯を設け

ていまして、自転車はそこしか通れない、そ

こを通らなければならないことになっていま

す。自動車は当然、そこを通っては駄目でご

ざいます。そういった通行帯が１か所ありま

す。  

もう１つの自転車走行指導帯というのは、恐

らく青い矢羽根マークというふうに書いてあ

りまして、そのことだと思うのですが、これ

については申し訳ありません、警察のほうで

は把握していないものになります。恐らく県

や市の道路管理者のほうで、自転車の整備計

画をおつくりいただいておりますので、その

中でどれだけつくられるのかということを決

められているかと思っています。  

委員長    ありがとうございました。 

次に、自転車の安全運行の促進、事故防止に

ついて、不足していると思われる法令及び条

文はございますか。お聞かせください。 
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横井参考人  我々は道路交通法に基づいてやっております

ので、そのことについては今は特にないとい

うことであります。 

ただ、やはり道路交通法自体が、県警察とい

いますか、国や政府全体で  社会的反響の大

きいこと、例えば飲酒運転が社会問題化した

ときには飲酒運転の罰則が強化されたり、そ

れからスマホのながら運転についても昨年１

２月に罰則が強化されたところです。また、

あおり運転の罰則も今年の６月３０日から強

化されました。  

先ほどありましたけれども、そういった社会

的な問題が起き、悪質、危険なものを取り締

まっていかなければいけないとなったときに

は、道路交通法を改正して厳に対応している

というふうに認識しております。  

委員長    ありがとうございます。 

次に、道路交通法第５３条により、「運転者

は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止

し、後退し、又は同一方向に進行しながら進

路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火

により合図をし、かつ、これらの行為が終わ

るまで当該合図を継続しなければならない」

とされていますが、警察官を含め、自転車利

用時における現状はどのようになっておりま
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すか。お答えください。 

横井参考人  これについてはちょっとお答えしづらいとこ

ろがあるのですけれども、まず、道路交通法

上は合図をするというふうに当然決められて

います。例えば右に行くときは右の合図を、

左に曲がるときにはこのような合図になって

いまして、これは我々が車に乗っていても、

右に行くよとか左に行くよと合図したほうが

間違いなくいいわけでありますし、大変大事

な合図ということで法で決まっているという

こともありまして、警察としても交通安全を

図る上で重要なものと考えています。  

委員長    次に、ヘルメット着用を努力義務として条例

で規定した場合、警察官が自転車により警ら

等をする際にどう対応するのか、お答えくだ

さい。 

横井参考人  条例案を見せていただいたのですけれども、

まだ全員を対象にするようなものにはなって

いないかと思っておりまして、そういったこ

とはならないのかなと承知しています。 

それで、仮になるようであれば、当然必要に

応じて検討していくことになろうかと思って

います。 



34

ほかの県警察、警視庁などはヘルメットでは

なくて、制帽の中に緩衝材、クッションのよ

うなものを入れたりだとか、メッシュタイプ

の帽子をかぶっている県警察もあるようです。  

ほかの県などの例も見ながら、また考えてい

かなければいけないかと思っています。 

委員長    ありがとうございます。 

次に、中学生以下（１５歳以下）の者に対し、

ヘルメット着用が市条例で努力義務となった

場合、県警として取締りや指導等を行うこと

に問題はないか。また、問題がある場合は、

解消するためにどのようにすればよいかお答

えください。 

横井参考人  ヘルメット着用については、市の条例をつく

る上での大きなポイントだと思うのですけれ

ども、現在道路交通法第６３条の１１で、児

童または幼児を保護する責任のある者は、児

童または幼児を自転車に乗車させるときは乗

車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなけれ

ばならないとなっています。 

この対象が中学生に広がるということですけ

れども、これについては、警察でもヘルメッ

トをかぶっていただきたいと考えているとこ

ろですし、今行っている指導の対象がちょっ
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と広がるということかと考えています。 

ちなみに、今どういった指導をしているのか

ということで  これは自転車全般ですが  悪

質な違反だとか、警察官が止めても言うこと

を聞かないといったことについては検挙措置

も取ったりするのですけれども、多くは指導

警告ということを行っています。  

ただ、それについても、切符といいますか、

指導警告票という黄色い紙があります。当然

名前だとか住所も聞いて、例えば信号無視で

すとか、二人乗り、携帯電話を使用していた

ということをチェックして、これを渡してい

ます。当然子どもさんにもこれを渡すので、

ヘルメットをかぶっていないお子さんがいた

としたら、指導するときはこの黄色切符を渡

します。 

ただ、指導の対象は保護者になりまして、子

どもさんというよりも保護者の方がかぶらせ

るよう努めなければならないとされています。

裏に「保護者の方へ」ということで、お子さ

んがヘルメットをかぶっていませんでした、

ヘルメットの着用と指導をお願いしますとい

うように、保護者にお伝えをするような形で

指導をしております。 

委員長    ありがとうございました。 
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次に、自賠責保険の加入が義務化となった場

合、市と県警等が協力し、街頭取締りや指導

を行うことは問題ないか。また、問題がある

場合は、解消するためにはどのようにすれば

よいか、お答えください。  

横井参考人  これも先ほどのことと併せて、こちらで取締

り、指導ということになるかと思うのですけ

れども、どういう形態の指導がいいのか、そ

こはまた検討していかなければいけないと考

えております。  

条例に規定される以上、警察としても保険加

入は義務ということですとか、加入しなけれ

ばなりませんというようなことは当然言って

いくことになると思っています。  

委員長    ありがとうございました。 

最後は私からの質問ですが、同じ県内におい

て、富山市内のみ法律等より厳しい条例とな

りますが、県警として問題はないのか、お答

えください。 

横井参考人  市のほうで制定される条例ですので、警察の

ほうでこうしなければいけないなどというこ

とは、ちょっとコメントはできないと考えて

おります。当然必要な対応は取っていくこと
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になると思います。 

委員長    ありがとうございます。 

それでは、ただいまの横井様からのお話も踏

まえて、委員の皆様から質問がございました

ら、挙手の上、発言をお願いいたします。 

村上委員   この質問の３、４、５番目は私からの質問で

ございます。私はこの条例制定には慎重な立

場を一貫して取っていることから、この３つ

の質問の意図をお分かりいただけるというふ

うに思っております。 

法の欠缺はないと、要は不足している条文、

法令はないというふうなお答えでありました。  

私もそうだろうなと思っています。 

問題はヘルメットの着用についてであります

が、厚生委員会でつくった条例案をさきに見

られたと思うのですが、ヘルメットの着用は

特に書いていないものの、安全に資する器具

等の利用というところにヘルメットも入るの

ではないかという解釈もありまして、そうし

ますと努力義務ということになります。 

努力義務と義務はおのずと違うものです。先

ほどは答えにくかったと思いますけれども、

道路交通法第５３条は義務であります。しか

し、警察官であってもなかなか行っていると
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ころは見たことがないということで、運用の

仕方だと思います。 

ヘルメット着用を努力義務とした場合  警視

庁だったと思いますが、おっしゃったように

保護材が入ったものでごまかす  言い方はあ

れですが、妥協点を見いだしていると。以前

にはヘルメットをかぶることも試行したけれ

ども、結局はそうならなかったということで、

微妙なことになると思っているのです。 

その上で、ヘルメットについて着用を努力義

務とした場合に、どの程度の実効性を感じら

れるのかということを、取り締まる立場、あ

るいは指導する立場から見て、どう考えられ

ますか。 

横井参考人  まず、道路交通法上、努力義務になっている

ものには理由があると。条例案では子どもや

高齢者の方を対象として  前提として、ヘル

メットは当然有効なものです。  

なぜ子ども、児童を対象にしているのかとい

うと、転倒を予測する能力などがまだ未熟だ

とか、能力が低いことを考慮すると、子ども

さんに特にかぶっていただくことで、ほかの

年齢層に比べて効果が期待できるということ

で、子どもを対象にしていると。  

全年齢を対象にするだとか、必ずというよう
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にしてしまうと、今おっしゃった取締りの面

で実効性があるのかどうかと感じます。かぶ

る人とかぶらない人がいて、ヘルメット購入

費用だとか、年によって何個も替えていかな

ければいけないといったことも考えて、努力

義務にするか義務にするかということは考え

ていかなければいけないのかなと思います。  

有効なものなので、我々としては推奨はして

いるのです。ヘルメットは、全世代に対して、

できればということで推奨しているのですが、

義務化に難点があるとも思います。 

村上委員   私もサイクリング協会の役員としてヘルメッ

トをかぶることは当然推奨したいわけであり

ますが、軽快車等で許された歩道を走るとき、

車道側を走るという原則から例外的に守られ

たところを走っている限りにおいては、ヘル

メットの着用を強く求めるということは非常

にしにくいでしょうし、たとえ条文で努力義

務とうたったとしても、警察官が当該自転車

なり運転者を見つけてすぐに注意できるかと

いうと、なかなかしにくいのかなと。逆に、

条例化してしまうと、注意しないで見過ごし

た警察官はそしりを受けるということになり

ますが、その辺りはどう考えられますか。 
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横井参考人  今の条例案の形で、道路交通法では対象外の

中学生が加わると、これはいいのかなという

ふうに考えています。もともと児童が  １３

歳未満です  対象になっていて、それが今  

条例案が違っていたらあれですけれども  中

学生までを対象にというようなお話なので、

中学生の方にも当然かぶっていただきたいと

いうところもあり、子どもを交通事故から守

るといった観点では大変有効なので、それに

ついては別に大丈夫です。  

ただ、これが全ての人を対象にするだとか、

完全に義務化になるというと、勧めたいとこ

ろではあるのですが……。あとはバランスな

のかなと。 

高田 重信委員 先ほど委員長からの質問の６番目で、指導の

ための黄色い紙があるということでした。推

移というか、交付数も多分増えてきていると

思うのですが、どういうところが注意すると

きの大きな観点になっているのかお伺いしま

す。  

横井参考人  指導警告票の中には、先ほど私が申しました

信号無視とか二人乗りのほかにも、携帯電話

使用も当然加わっていますし、あと若い方が

よくされる、イヤホンを使用しての運転、傘
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差し運転などということが書いてあります。  

それ以外にも、左側を走りましょうだとか、

１列で走りましょうといった指導も当然して

いるところであります。 

指導警告の数ですけれども、令和元年中では

２，１９６件でした。例えば無灯火運転で５

６３件、一時不停止で２９０件、あとは二人

乗りが２２３件などで、そういったことを見

かけた場合は指導警告を行っているところで

あります。 

高田 重信委員 年齢的に大体どの年代が多いのか、アバウト

でもいいのですが、分かりますか。 

横井参考人  年齢的な資料は持ち合わせておりません。申

し訳ございません。 

私の感覚でいうと、やはり若い方が多いかな

とは感じています。 

高田 重信委員 そうしましたら、警察官の方は常にその指導

票を持っておられて、自転車に乗っていて気

がついたらすぐそこで声をかけるということ

ですね。 

横井参考人  そうなります。  
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高田 重信委員 特に自転車の交通安全週間だから  自転車に

も交通安全週間というものはあるのかどうか

分かりませんが  そのときに特別に取り締ま

るということではなくて、日頃、警察官の方

がそういうふうな注意をしているということ

でよろしいですか。 

横井参考人  そうですね。日頃から、年間を通じてやって

いることであります。 

ちなみに、今ほどおっしゃった自転車月間と

いうものは実はあって、５月がその期間とな

っております。  

委員長    ほかにありませんか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    ほかにないようですので、以上で参考人に対

する意見聴取を終わります。 

横井様には、本日は大変お忙しい中、当委員

会に御出席いただきまして本当にありがとう

ございました。  

それでは、参考人は御退席ください。  

〔参考人退室〕  
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委員長    ここで、座席配置の変更等のため、暫時休憩

いたします。 

再開は午後２時３０分からといたします。 

午後  ２時１６分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後  ２時２８分  再開  

委員長    休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

協議事項の３番目、次期自転車利用環境整備

計画策定に係る自転車利用実態調査の結果等

についてであります。 

このことについては、本条例案の検討を進め

る上で必要な内容であるとの意見が複数の委

員から上がっておりました。 

これを受け、今回、所管部局である市民生活

部より報告を受けることとなりましたので、

市民生活部を入室させます。 

〔市民生活部入室〕 

委員長    委員の皆様に念のため申し上げます。本日の

委員会では、条例策定の参考とするため、自

転車利用実態調査の結果等を中心に当局から

説明を求めたいと思います。 

なお、次期富山市自転車利用環境整備計画に
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ついては、現在、検討委員会において協議が

継続して行われていることから、当局に対し

て計画の内容に対する要望等はされませんよ

うあらかじめ御承知おき願います。 

また、委員及び当局の皆様にお願い申し上げ

ますが、質問・答弁などについては簡潔・明

瞭に行っていただきますようお願いいたしま

す。  

それでは、これより当局の説明を求めます。  

市民生活部長 〔挨拶〕  

生活安全交通課長 〔委員会資料により説明〕  

委員長    ただいまの説明について質問等はありません

か。  

村上委員   先ほど県警察本部の方に、自転車の安全通行

の促進、事故防止について不足していると思

われる法令及び条文はあるかということをお

尋ねしましたら、ありませんというお答えで

ありました。明確にお答えになりました。 

この計画をつくるに当たりまして、安全通行

について不足している法令、条文というもの

はありますでしょうか。 
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市民生活部長 これまでの計画の策定時におきましても、ま

た今後も同様であろうかと思っておりますが、

自転車の安全利用でありますとか、快適な利

用を市として促進するということは、今現在

の法令において定められている範疇であると

いうことを大前提として行っていくことが基

本であるというふうに考えております。 

したがいまして、その定められたものをいか

にルールとして守っていくか、あるいはそれ

を活用してどのように広報、周知していくの

かというようなことが必要なのだろうという

ことであります。  

恐らく今、法令で行われていること、あるい

は警察などで行われている交通安全指導とい

うものはかなり出来上がったものであるとい

う中で、それを前提として、どうやって進め

ていくのかということを計画の中で具現化し

ていくということになってくると考えており

ますので、法令上何か足りないとか、そうい

った発想のところでは考えていないというと

ころでございます。 

村上委員   聞き方をもうちょっと変えましょう。こうい

う条例があったら、あるいはこういう法令が

あったらもっと進めやすいのにと思うような

ものはありますか。 



46

市民生活部長 今のこの計画に載せている事項は大変幅広い

ことでございますので、これにおいてどうと

いうような個別のものとして特に考えている

ものはございません。 

村上委員   アンケートについてお聞きいたしますが、委

員会資料４ページの②の設問に、「「普通自

転車歩道通行可」の標示がある場合、自転車

が通行すべき場所は？」とあります。本来の

正解は先ほど生活安全交通課長が説明の中で

おっしゃいましたが、このアンケートについ

てはどう答えれば正解なのでしょうか。 

通行すべき場所との問いで、正解を知ってい

ると非常に答えにくいと思うのですが、どの

ように答えるのが正解なのでしょうか。 

生活安全交通課長 自転車を実際に運転されます御本人や、歩道

と車道のその時々の状況を勘案されまして  

例えば、通行人の方が歩道に何人もおられる

ような場合、それから車道にたくさんの車が

走っているような状況、そういういろいろな

状況を勘案されまして、御自身がより安全に

走行できると判断されたほうを走行していた

だくことが一番よいのではないかと考えてお

ります。 
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村上委員   それは正解なのですけれども、この設問につ

いて  なかなか答えにくい設問にされたなと。

１０年前と同じ設問であるからしようがない

のかもしれませんが、ちょっと難しい設問だ

ったと思います。どうお考えですか。  

生活安全交通課長 御指摘のとおり、この設問自身が難しい表現

になっていたということは申し訳ないと考え

ております。 

村上委員   次は、委員会資料８ページであります。「は

しる」「とめる」「いかす」「まもる」とい

うことで、１０年前は確かに走行空間という

言い方しかできませんでしたが、今は押し歩

きということもあります。例えば富山駅の南

北自由通路は現在押し歩きも駄目だったとい

うふうに思っています。 

通行空間という考え方、押して歩いてくださ

いという考え方はこの計画の中にはあるので

しょうか。 

今後どうしますかという話は、先ほど質問す

るなと言われたので……。前の状態のままだ

と、通行空間ということは出てきていないの

でしょうか。この委員会資料は抜粋だから見

えないのです。  
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生活安全交通課長代理 今おっしゃったことなのですけれども、押し

歩きの場合、歩行者扱いということになりま

す。  

この計画の中に定める走行空間というのは、

自転車に乗ってペダルをこぐなど、あくまで

もそういう状況を指すものでありまして、歩

行者という観点からのものではないです。 

ただ、利便性の向上のために、先ほどおっし

ゃった南北自由通路については、駅のコンコ

ースを通れず、押し歩きも駄目だというよう

なことになっているわけですけれども、それ

では駄目だと。今は地下道も塞がっているの

で、迂回路のようなものをつくってやってい

るということです。 

話が前に戻りますが、走行空間というのは、

押し歩きということではなくて、あくまでも

乗っていくところということが基本だという

ふうに考えております。 

村上委員   これ以上は先ほど禁止された事項に入ってい

きますので申し上げませんが、１０年前とは

考え方が違うということだけ御指摘申し上げ

て、今日はこの程度にしておきたいというふ

うに思っております。 

高田 重信委員 委員会資料２ページの自転車利用等実態調査
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結果で、「ほとんど利用しない」との回答が

５割というのはちょっと意外だと思っていま

す。  

富山市とすれば、「はしる」「とめる」「い

かす」「まもる」の４つと、サステーナブル

な、持続可能な自転車のまちということで取

組をされていると思うのですが、その５割の

方たちの意識を上げるという観点を持ってお

られたのかどうか、聞きたいと思います。 

市民生活部長 観点としますと、基本的には前回と同様の形

で利用実態調査をさせていただいたのですけ

れども、まず大前提として、どの程度の方が

利用されているのかということにつきまして

は、基本的な項目であるということで調査項

目として挙げさせていただいているというこ

とでございます。  

今後の計画のつくり方にもよってくるのです

けれども、１０年前のときには、とにかく安

全な利用ということが一番の主眼になってお

りました。ですから、利用の拡大というよう

な観点からは、あまりこの計画が議論された

ということはなかったのかなというようなこ

とでございます。  

ただ、この中でも「いかす」として利活用の

促進というようなこともあったわけですが  
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計画の策定というところの話までしてよろし

いのかどうかは別としまして  国のほうでは

いわゆる快適な利用、また健康増進というこ

とで利用を促進するという観点が入っており

ましたものですから、それを市のレベルの計

画としてどうしていくのかということについ

ては、今後の議論となってくるかと考えてい

るところでございます。 

高田 重信委員 今は自転車に乗っていない５割の人たちを特

にどうするということではなく、実態を踏ま

えながら行っていくと。 

ただ、富山市とすればサステーナブルな、持

続可能な自転車のまちということで、自転車

を重要視しているという観点は押さえておく

ことは重要であると捉えてよろしいですか。

自転車がこれからのサステーナブルな都市の

１つの重要なファクターであると……。 

市民生活部長 市の全体の指針、方向性として、サステーナ

ブルやＳＤＧｓといったような考え方が入っ

てきておりますので、そういったようなこと

を加味していくということは、内容としては

当然考えているということでございます。 

高田 重信委員 それと、交通安全というところは「まもる」
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という言葉で表現されて、ルール遵守という

ことでありますが、「まもる」の中で、自転

車ルール・マナーに関する情報発信の推進、

ヘルメット着用などと記載があります。 

守ることの意識づけ、観点から、方向性につ

いて生活安全交通課長より聞かせてもらいた

いと思います。  

生活安全交通課長 大きな４本柱のうちの１つで「まもる」とい

う項目がございますけれども、この「まもる」

の中にヘルメットの着用や自転車保険加入等

も入れております。これは、自転車を利用さ

れる方が自分の身を守るとともに、通行する

際に周りの方に害を与えない  自転車事故を

想定して、自分自身を守るということと周り

の方に迷惑をかけないという両方の視点から、

両者ともに守るという意味で、この中に入っ

ているのは妥当なことではないかと考えてお

ります。 

高田 重信委員 委員会資料５ページの自転車損害賠償保険の

加入についての数値で、加入していない、加

入する予定はない、どちらも数字が大きかっ

たのですが、このデータも拾って、計画にし

っかり入れなくてはいけないという観点もあ

ったのかなという思いがあります。それで間
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違いないですか。  

生活安全交通課長 おっしゃるとおりでございまして、今加入し

ておられない方で今後加入する予定もないと

いう方が非常に多かったということはショッ

クでした。今後、この部分についても周知・

啓発し、加入していただけるように努めてま

いりたいと考えております。 

横野委員   自転車ネットワーク路線の関係で、この資料

では、まだ開通していない路線にも赤線が入

っていると思います。 

要するに何を言いたいのかというと、駅構内

を自転車を押して歩いていくことは現行では

駄目なのですよね。南北を抜ける道としては、

牛島のガード下とか、あるいは中央警察署の

手前にあるゴールデンボウルのガード下など

が、自転車で北から南に抜ける道筋となると

思います。 

オーバード・ホールの横の道が出来上がれば、

そこを通行帯と位置づけることはできるので

すか。赤線が入っているところは、オーバー

ド・ホールの駐車場のところを真っすぐ抜け

る道路だと思っていいですか。  

生活安全交通課長代理 今、委員御指摘の道路はまだ開通していない
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都市計画道路であります。そこは道路として

整備されますので、車道と歩道も整備される

というふうに聞いています。自転車は通れる

ということになります。 

横野委員   道路を造るのは建設部なので所管外で申し訳

ないのですが、本筋論として、本当はここを

自転車が専用で通れる道路にしていくべきで

はないかなと。南北をつなぐためということ

があってもいいのではないかなと。そういっ

たことを進言してもらいたいと  これは一般

質問で言えばいい話なのだけれども。  

富山駅の地下道は今工事中ですけれども、地

下道が完全に自転車専用道路になり得るのか、

なり得ないのかということも  雨が降ったか

らといって地下道を歩く人は減ってきている

わけです。駐輪場が全部地下にあるので、地

下道を自転車通行帯にできる方法は考えられ

ないのかということを疑問に思っているので

す。それは絶対駄目なのですよね。今の計画

には要らない話ですが、自転車のまちづくり

をしたいのであれば、それぐらい……。 

もう１点は、アヴィレを利用している人に対

してアンケートをどの程度取ったのかという

ことを聞きたいです。アヴィレを使っていて

も、ヘルメットもかぶらず乗っている人が多
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いです。どういう判断をするのかということ

も１つの要だと思っています。  

アヴィレを普及させようとするときに、ヘル

メットを着用する必要はないということを前

提に話をするかどうか  要するに、自転車の

まちづくりということを考えたときに、例え

ば計画の中にアヴィレの利用促進を入れるの

であれば、そのことも十分検討していただき

たいと思っているのです。その辺りはどうい

う見解なのか……。 

委員長    今の話ですと、次期計画に対する要望になっ

てしまいます。  

横野委員   分かりました。別に答えなくていいです。  

委員長    アヴィレに対する現行の調査内容は、お答え

できるものは何かありますか。  

生活安全交通課長代理 委員会資料には主な項目だけ載せております

が、アヴィレについては、認知度ですとか、

利用したことがあるかなどということを、市

民、高校生に聞いております。  

アヴィレを利用した人に限った質問項目はな

いです。全市民に聞いているものですから、

認知度は低いし、利用頻度も低かったという
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ことになっております。 

村上委員   委員会資料１０ページの上段の右下に参考と

あって「国は歩道（自転車通行可）の活用を

除外した」とあります。このことについて説

明をお願いできますか。 

生活安全交通課長代理 国のガイドラインが平成２８年に改正されま

した。それ以前は、歩道を活用して走行空間

を整備するということが入っていたのですけ

れども、原則重視ということで歩道活用は除

外となりました。歩道では歩行者と交錯する

ことなどがあるので、安全第一ということで、

分類して３つの形態に分かれたというふうに

聞いております。  

村上委員   しかしながら、細かいのですが、委員会資料

９ページの対象路線の中で富山駅神通線  五

差路へ続く斜めの道路ですね  そこにはたし

か、歩道を走るようなピクトグラムの予算が

ついていたと思うのです。国のこの方針と富

山市のネットワーク路線というものをどのよ

うに考えておられるのでしょうか。 

生活安全交通課長代理 富山市ではこれまで、現在の計画においても、

歩道における走行空間の整備というものを中
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心に、国、県とも連携して同じピクトグラム、

マークを使うようにしてきたという経緯がご

ざいます。 

今回の富山駅神通線につきましても、国のガ

イドラインからはちょっと外れるのですが、

富山市としては、現に歩道として一定の幅が

あって、活用できる場合は活用していこうと

いう現在の計画があります。また、国庫補助

が入っておりまして、歩道に整備することを

認めていただいたということになっておりま

す。  

委員長    ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

市民生活部の皆さんは、退室願います。 

〔市民生活部退室〕 

委員長    それでは、今ほどの説明及びこれまでの参考

人からの意見聴取等を踏まえ、条例案の内容

について具体の協議に入りたいと思います。  

皆さん御承知のとおり、現在の条例案につい
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ては厚生委員会での協議を経て策定されたも

のでありますけれども、条例案の骨格部分と

なる第１条（目的）、そして第３条（基本理

念）については、昨年度開催されました議員

協議会や本委員会の中でも様々な意見が出さ

れております。  

したがって、まず今回はこの２つについてそ

れぞれ協議を行いたいというふうに思います。  

協議に先立って、まずこの２点について正副

委員長の考えをまとめた資料を事務局に配付

させます。 

事務局    〔資料配付〕 

委員長    初めに、この資料について私のほうから説明

をさせていただきたいと思います。 

前回の勉強会も含めてなのですけれども、目

的と理念について、再度私と副委員長のほう

でも検討したほうがいいのではないかという

ことを、これまで皆さんから頂いた意見も踏

まえて考えたところであります。  

そこで、第１条（目的）と第３条（基本理念）

に関する考え方（案）ということで示させて

いただきました。条文そのものという意味で

はなく、これをポイントに条文を少し考えた

らいいのではないかということであります。  



58

まず先に、第３条の基本理念の骨子について

お話をさせていただきたいと思います。 

基本理念、つまりどういった自転車の社会を

つくっていくことが望ましいのか、どういっ

た社会を目指すのかということがあって、そ

の上で条例をつくると。 

その条例でどのようなことを達成するのかと

いうことを書き込んでいく必要があると思う

のですけれども、厚生委員会、それから議員

協議会での議論の中で  今の計画の話も出て

おりましたけれども  その当初は、具体的な

施策がないというようなこともあって、環境

の部分については削除することになりました

が、自転車を使ったどのような社会を目指す

のかということを、やはり基本理念にしっか

り書き込んでおかないといけないのではない

かと。その上で、そういった社会を目指すた

めにこの条例をつくり、目的を達成する条項

をどのように盛り込んでいくのかという流れ

にしていかなければいけないのではないかと

思っています。  

その観点から記載しましたけれども、これは

条文ではなく、こういったことを盛り込みた

いということです。 

現行の第３条では抜けておりますが、環境負

荷の低減と、先ほど健康という話も出ていま
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したけれども、こういったことも書き込む必

要があるのではないかということで、「自転

車の利用は、高い利便性を有し、環境負荷の

低減や健康の増進にも資する一方で、場合に

よって重大な事故を引き起こすおそれがある

ことを認識しなければならない」ということ、

それと「自転車の安全な利用の促進は、関係

者が連携して行われなければならない」とい

うようなことを書き込む必要があるのではな

いかと考えています。 

現行では、「自転車の安全・安心な利用の促

進は、自転車が車両（道路交通法第２条第１

項第８号に規定する車両をいう。）であるこ

とを認識し、自転車の利用に係る交通事故を

防止するとともに、当該交通事故に係る被害

を軽減すること、並びに被害者を救済するこ

とを基本として行われなければならない」と

なっていますが、この間の勉強会でもありま

したように、これは理念ではなくて、むしろ

目的のほうに書き込むべきではないかと。 

当初の提案であったとおり、環境等について、

目指すべき社会というものも書き込む必要が

あるのではないかということで、正副委員長

でそのように話し合いました。  

そこで、今ほど言ったことを基本理念にして、

第３条の条文を少し書き換えさせていただき



60

たいということと、それに伴って、第１条の

目的のほうに、自転車事故の防止ですとか、

それから自転車事故による両者の被害の軽減

現行では理念のほうに書き込まれておりま

す  あるいは自転車事故の被害者の救済の部

分を移させていただくということで、条文の

整理をさせていただけないかなと考えており

ます。 

今日は条文までは御提示しませんでしたが、

基本的な考え方としては、これを柱にしてい

きたいと。 

例えば「目的を達成するために条例で定める

事項」の②に書いてありますが、市、市民等、

事業者の役割については、この間の勉強会の

中でも、県条例や他市の条例等をベースに、

同じような努力義務規定でいいのかという問

題提起もありました。 

委員のほうからも話があったかと思いますが、

市の責務といいますか、その役割と、ステー

クホルダーである市民等、事業者などの役割

について見直していくべきではないかと思っ

ております。このことについては、今回はそ

こまで触れません。 

また、同じく③のほうで、既に条例の中には

ありますが、交通安全教育や乗車用ヘルメッ

トの着用の促進、それから自転車損害賠償責
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任保険等への加入義務化について、これらを

盛り込むという形の立てつけになるかと思い

ます。 

説明が伝わりにくかったかもしれませんけれ

ども、基本的には目指すべき自転車の利用の

形について、どんな社会が望ましいかという

ことを基本理念にしっかり据えた上で、理念

にうたわれております被害者の救済などを、

しっかり目的に持っていきたいと思っており

ます。 

このことについて、今配付させていただいた

資料を基に御意見を頂戴したいというふうに

思います。まず、第１条から順番に……。 

村上委員   今年度第１回目のこの特別委員会で、厚生委

員会案を触るのではなくて、まず柱からしっ

かりとつくり直さなければいけないと申し上

げました。ようやく委員長、副委員長お二人

の案によって、この柱をつくり始めるところ

に来たのかなというふうに私は喜んでおりま

す。  

その柱として、理念として私が考えますのは、

今乗っている人が安全に利用するということ

だけでは足りないというふうに思っています。

先ほどから参考人にお聞きしているとおり、

安全ということに関して言えば法律は足りて
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います。さらに委員会で条例をつくろうとす

るならば、それ以上の理念あるいは実効性が

なければいけないということだというふうに

思っています。  

したがって、今乗っている方だけではなくて、

安全だからもっと乗りたくなる  富山市は歩

きたくなるまちを目指しておりますが、加え

て自転車に乗りたくなる、安全で便利で環境

にも優しいというようなメリットを十分に生

かせる、自転車に乗りたくなるまちを目指す

ということが骨として、柱としてなければ、

条例をつくる意義そのものが薄いといいます

か、ないと言ってもいいぐらいのものだとい

うふうに思います。 

安全利用の促進ではなくて、利用そのものを

増やすというような大前提でなければこの意

義はないと思いますので、その辺りをぜひお

考えいただきたいと。自転車に乗りたくなる

まちを目指すというぐらいのことでないと、

条例策定の意義は薄いというふうに思います。  

高田 重信委員 今、委員長、副委員長から出された案を、一

度しっかりと読みながら、今の村上委員の意

見も酌み取りながら、どうするのかと。今こ

こでどうすると言われると、戸惑うと言った

ら変ですが、そういったこともあるので、検
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討の時間は欲しいなと感じています。  

横野委員   確かに、理念とか目的の趣旨は理解できるの

だけれども、今ここでこうしよう、ああしよ

うというのは  ちょっと時間を頂きたいと。 

今、委員長や高田  重信委員がおっしゃった

ように、趣旨と骨子のずれといった内容的な

ことについてはある程度理解はできます。 

そうであれば、もう少し内容の中身を検討し

たいと思いますので、時間を頂きたいと思い

ます。 

高田 重信委員 とにかく目的と理念というのは大変大きな、

重要な骨子だということはよく分かりました

ので、そういったことで御理解いただきたい

と……。 

委員長    ほかに発言されていない会派の方の御意見は

どうでしょうか。全会派から意見を聞くとい

うことで特別委員会を設置した経緯もござい

ますので、どうですか。 

東委員    せっかくですので。  

昨年の厚生委員会なり議員協議会、あるいは

各派代表者会議で議論を積み上げて案を出し

て、令和２年度、この条例をつくろうという
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ことで特別委員会もできたわけです。  

そういう中で、本当に昨年度１年間、しっか

りと全議員も関わりながら議論をしてきた中

で、一定程度成文化できるような内容で私は

この案が出ているのだと。やはりこの案をベ

ースにして議論をしていくということが基本

で、これから進めていくということで、その

中で整合性が合わないものはいろいろ手直し

をしていくという流れでまた進めていって、

成文化、条例をつくっていくということがこ

の特別委員会の任務だと思います。 

そういう中で、年度初めでしたか、一定程度

の日程案として、作業を進めながら、１０月

中旬に特別委員会で条例案を決定後、議長へ

報告というスケジュールも以前に出されまし

た。それに遅れないというか、年度内という

ことになるのか  条例ができるように、私た

ちもいろいろとペース配分をしながら進めて

いくということも大事ではないかなと、その

必要があるのではないかなということを思っ

ております。 

村上委員   前回の勉強会で随分御指摘をいただいたはず

です。あの御指摘をクリアするのは、規定の

日程では非常に難しいと私は思っています。

ようやく骨子といいますか、柱が示されて、
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持ち帰ってそれを話し合うということであり

ます。 

今日も確認いたしましたが、法として欠けて

いるものはないという明確なお答えがあった

わけです。その上でなおかつ条例をつくろう

とするときに、なぜ必要なのかということを

お示しできなければ、つくる意味がないので

す。あるいは、前に進めるときは、ちょっと

立ち止まらないといけないのです。新しい条

例も法令も必要ないとおっしゃっているので

すから、何をつくろうとしているのかという

ことから考えないと。何が不足しているのか

を……。 

委員長がおっしゃるように、自転車の特色か

ら考えてこういう富山市像をつくりたいとい

うものを示さなければ  安全という面では不

足しているものはないと言っているのですか

ら、その辺りをよく考えてからでないと、予

定どおりに進めるなどということは、私はと

ても賛成できません。 

こんなにたくさんの課題があるのかというこ

とで、この時点でショックを受けた方もいら

っしゃると思います。その辺りもよく考えて

いただきたいと思います。それをクリアせず

に、前のめりに行くのは非常に問題があると

いうふうに思います。私の意見です。  
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委員長    ほかにありませんか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    そうしましたら、第１条、第３条の部分を一

度持ち帰って、各会派、議員で検討していた

だくということになりますね。  

ただ一方で、同時並行と言ったらおかしいの

ですが、今、村上委員からも話があったとお

り、勉強会で指摘があった中で、皆さんにお

示ししたのは骨格になる理念の部分です。 

技術的な部分、例えばヘルメット着用の努力

義務について、今日の話の中にも少しありま

したが、厚生委員会案としては全ての人を対

象にするのではなくて、子どもたちは自分た

ちで安全を守るまで知識や体力の課題がある

ということで、対象を中学生以下というふう

に拡大しました。  

高齢者についても、同じような課題があるの

で助言するというような形で、ほかの対象者

については、ヘルメットの着用義務化という

ことは厚生委員会としては念頭になかったは

ずなのです。ただ、そういう解釈もされてし

まうのではないかという指摘がありました。  

第１条、第３条は基本的なところになるので

書類として本日お示ししましたが、そういっ
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た部分についても、各会派においてぜひ検討

していただきたいと思います。  

こちらでも、事務局とすり合わせをしながら、

他の法令との整合性の部分で課題があるとこ

ろについては、改定の検討を鋭意していると

ころでありますが、まずはこの第１条、第３

条について検討していただきたいと思います。  

村上委員   横野委員も私も、新しい計画についていろい

ろと提案しようと思ったけれども、それは駄

目だとおっしゃったのです。一方で、市当局

が計画策定をこれから進めようとしていくと、

つまり条例にかかわらず出来上がろうとして

いるわけです。それに後追いで条例をつくる

ということに、非常に違和感を覚えます。 

条例に基づくことがあるのではないかと思う

のですが、さっき言ったように、条例は必要

とせず、計画がどんどん出来上がっていくと。

我々は、後追いするだけでいいのでしょうか。

計画と無関係に条例をつくっていいのでしょ

うかという疑問があるのですが……。  

委員長    これは委員長である私に、どういう見解なの

かということをお尋ねになっていますか。 

村上委員   どうして先の話をすることを止められたのか
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ということについてです。  

委員長    まず、今の計画への質問について縛りをかけ

たのは、基本的には所管する常任委員会で説

明し、議論をしていただくべきことだろうと

いうふうに判断したので、基本論に触れない

中で、我々の特別委員会の条例に関係すると

ころだけに限定をさせていただきました。 

村上委員   そうすると、特別委員会は厚生委員会の議論

を待って、それから議論をするということに

なりますよね。  

委員長    この計画そのものについては、立てつけとし

てはそうならざるを得ないのではないかと思

います。 

村上委員   二階から目薬というような話ですね。それは

ちょっと……。特別委員会とはそのようなも

のなのでしょうか。 

委員長    これまでもいろいろな特別委員会があり、例

えば、まちづくりと公共交通対策特別委員会

などで計画が示された一方で、所管の常任委

員会で全く説明がなかったというようなこと

などで、関係性についてその都度御指摘がさ
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れたというふうに私は思っています。  

そのやり方は、法的にといいますか、どちら

が正しいのかという点については私は判断し

かねますが、ただ一方で、常任委員会という

ものの大切さも分かっておりますので、今回

はとにかく条例に関わるところだけにさせて

いただいたということです。 

村上委員   条例をつくるために整合性を図っていかなけ

ればいけないのに、同時並行で進んでいくこ

とが正しいのかどうかと私は考えています。

そこで常任委員会を優先されると  条例を提

案するとしたら、提案するのはこの特別委員

会なのですよ。常任委員会の意見を待ってい

ていいわけはないと思うのです。そこはまた

お考えいただけたらと思います。どうも私は

理解できません。  

高田 重信委員 村上委員はそういう思いがあるのかもしれま

せんが、ほかの委員の皆さんは、先ほど東委

員が言われたように、これまでたたき上げた

ものを土台にしたいといった観点もまたある

わけです。そして、条例として早く出したい

という思いも……。 

法令としては現状で整っているとはいうもの

の、私個人からすれば、この条例を読まれて、
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ルールの在り方だとか、やっぱり条例はあっ

たほうがいいという答弁も多くの方々からあ

ったと思います。  

進め方については、委員長、副委員長の今日

のこの判断は、私は正しかったと思います。

これからについては、それこそ村上委員の考

え方は考え方として述べてもらって、みんな

でまた協議していって  特別委員会の思いと

すれば、少しでも早くこの条例を出したいと

いうことです。ただ、その条例がきちんとで

きているのかいないのかということは、それ

こそみんなで話し合った中で、これで提出し

ましょうという合意ができれば、この特別委

員会の価値が損なわれることは何らないと私

は思います。 

村上委員   早く提案したいということであれば、なおさ

ら厚生委員会での議論を待たず、もっとやり

取りをするべきではないかというふうに思う

のですが。 

高田 重信委員 今言われているこの案件については、という

ことです。市民生活部として計画を出してい

る以上、常任委員会をないがしろにはできな

いのではないかと。 

事務局とすればどうでしょうか。  
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委員長    今、事務局に聞いておられますか。  

高田 重信委員 事務局です。  

委員長    制度的な話は、どうでしょうか。 

議事調査課長 先ほど委員長がおっしゃったとおり、これま

でも常任委員会と特別委員会との関係性とい

うことがあって、まさに言われたとおり、そ

のときも何か問題になったということを聞い

ています。 

ですから、そのときの轍を踏まえてといいま

しょうか、指摘などを踏まえて、今現在、委

員長がおっしゃったような進め方をしている

ところであります。 

委員長    そうしましたら、各会派へ持ち帰っていただ

くことにいたしまして、協議の場をまた改め

て設定させていただきたいと思います。 

あわせて、技術的な課題について少し整理を

させていただいて、現行の厚生委員会案と、

指摘に対し、こうすればいいのではないかと

いう正・副委員長の考えを示させていただき

たいと思っております。 

そういったことを踏まえて、次回、再度協議

をさせていただきたいと思います。それでよ
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ろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    以上で、本日の協議事項は全て終了いたしま

した。 

次回の開催日程については、正・副委員長で

協議の上、改めて御案内したいと思います。  

これをもって、本日の自転車安全利用促進特

別委員会を閉会いたします。 
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